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制 定 要 旨 

 

地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる住民の福祉の増進に寄与する

寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を削除するため、この条例を制定する

ものである。 

議案第１６７号 

 

川崎市血液対策センター条例を廃止する条例の制定について 

 

川崎市血液対策センター条例を廃止する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１１月２７日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

川崎市血液対策センター条例を廃止する条例 

川崎市血液対策センター条例（昭和４５年川崎市条例第４０号）は、廃止す

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日においてこの条例による廃止前の川崎市血液対

策センター条例第４条第２項の規定により委嘱され、又は任命された川崎市

血液対策協議会の委員である者の任期は、同条例第５条第１項の規定にかか

わらず、その日に満了する。 
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   制 定 要 旨 

 

 川崎市血液対策センター条例を廃止するため、この条例を制定するものであ

る。 




